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② 本事業による食事券を利用できる飲食店において、A４ ポスターやステッカーを店頭やレ

ジ回りに掲示することにより、消費者がすぐに分かるよう工夫した。なお、ポスターやス

テッカーは加盟店登録時にキットを郵送した。 

   ＜キットの内訳＞ 

    ・Ａ４ポスター【下図 61左側参照】 

    ・ステッカー【下図 61 右側参照】 

    ・加盟店登録証【P19図 36参照】 

    ・加盟店マニュアル【P21図 39参照】 

    ・換金請求書【P20 図 37 参照】 

    ・食事券見本【P13図 24 参照】 

   

図 61【ポスター・ステッカー】 

 
     図 62【期限延長後のポスター・ステッカー】 
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③ TVCM や新聞広告、地域の広報誌など（下表）により、食事券の周知を図った。  

 日付・時期 媒体 内容 

ア 令和２年 10 月 23日 プレスリリース（県政記者室） 予約販売開始のお知ら

せ 

イ 令和２年 10 月 26日

～令和２年 10月 30

日 

TVCM広告 

（UMKテレビ宮崎,MRT 宮崎放送） 

予約販売開始のお知ら

せ等 

ウ 令和２年 10 月 29日 新聞広告 

（宮崎日日新聞、朝日新聞、読売

新聞、毎日新聞、夕刊デイリー） 

予約販売開始のお知ら

せ 

エ 令和２年 10 月 ケーブルテレビ 

（日向市政番組） 

ひなた食事券の概要説

明 

オ 令和２年 10 月・11月 回覧板 

（椎葉・西米良村、高千穂・日之

影・美郷町、小林市） 

ひなた食事券の概要説

明 

カ 令和２年 11 月 広報誌 

（宮崎・延岡商工会議所） 

ひなた食事券の概要説

明、加盟店募集等 

キ 令和３年１月 19 日 プレスリリース（県政記者室） 使用期限延長のお知ら

せ 

ク 令和３年１月 26 日 新聞広告 

（宮崎日日新聞、朝日新聞、読売

新聞、毎日新聞、夕刊デイリー） 

使用期限延長のお知ら

せ 

ケ 令和３年１月 28 日～ 

令和３年２月 28 日 

TVCM広告 

（UMKテレビ宮崎,MRT 宮崎放送） 

使用期限延長のお知ら

せ 

コ 令和３年２月 14 日 県政けいじばん 使用期限延長のお知ら

せ 

サ 令和３年５月 16 日～ 

令和３年５月 31 日 

TVCM広告 

（UMKテレビ宮崎,MRT 宮崎放送） 

使用期限再延長のお知

らせ 

シ 令和３年５月 20 日 プレスリリース（県政記者室） 使用期限再延長のお知

らせ 

ス 令和３年５月 28 日 新聞広告 

（宮崎日日新聞、朝日新聞、読売

新聞、毎日新聞、夕刊デイリー） 

使用期限再延長のお知

らせ 

セ 令和３年７月 16 日～ 

令和３年７月 31 日 

TVCM広告 

（UMKテレビ宮崎,MRT 宮崎放送） 

使用期間終了のお知ら

せ 

ソ 令和３年７月 23 日 新聞広告 

（宮崎日日新聞、朝日新聞、読売

新聞、毎日新聞、夕刊デイリー） 

使用期間終了のお知ら

せ 
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図 63【（７）③表のア】 

  
 図 64【（７）③表のイ】  
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            図 65【（７）③表のウ】 

    

図 66【（７）③表のオ】 
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図 67【（７）③表のキ】  

 

 

 図 68【（７）③表のク】 
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図 69【（７）③表のケ】 

 

   

 図 70【（７）③表のサ】 
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 図 71【（７）③表のシ】 

     

図 72【（７）③表のス】  
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図 73【（７）③表のセ】 

 

   

      図 74【（７）③表のソ】 
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（８）不正防止対策  

① 飲食店による自己取引、架空取引、虚偽報告に対する対策は登録時に同意書・誓約書を提

出いただくことで、対策を講じたものの、次の②のとおり不正事案が発生してしまった。 

 
図 75【参加飲食店同意書（P4図７の一部拡大）】 

 

図 76【加盟店舗登録申込書兼誓約書（P5図８の一部拡大）】 

 

② 飲食店による不正が発覚した場合、委託者へ以下の日時に顛末を報告し、適切に対応し

た。なお、１例目、2例目に関しては事案認知後速やかに第一報をした。 

 ＜１例目＞令和３年３月３日 13：12にメール送信（第一報：令和３年 12月 28日） 

      ・飲食店の代表者が自ら大量購入した食事券を換金し、不正にプレミアム分

1,386,000円を得ていた事を判明し、返金を求めた。また、飲食店代表者の

手元に残っていた未使用食事券 259セットは不正防止の観点から買戻した。 

      ・予約管理をしているＪＴＢ宮崎支店から同姓同名での予約が複数あることの

報告があり、本事案が発覚した。 

＜２例目＞令和３年４月５日 16：24にメール送信（第一報：令和３年１月 22日） 

     ・飲食店の当該事業担当者が大量購入した食事券を換金し、不正にプレミアム

分 840,000円を得ていた事を判明し、返金を求めた。 

     ・予約管理をしているＪＴＢ宮崎支店から同姓同名での予約が複数あることの

報告があり、本事案が発覚した。 
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＜３例目＞令和３年４月５日 16：24にメール送信 

・飲食店の役員が大量購入した食事券を換金し、不正にプレミアム分

2,244,000円を得ていた事を確認し、返金を求めた。 

     ・「事業規模の割に換金額が妙に多い店舗」を抽出し、JTB宮崎支店に対し、食

事券予約管理状況を判明させ、大量購入事案が発覚した。 

 

＜４例目＞令和３年３月 25日 19：23にメール送信 

・飲食店の代表者が大量購入した食事券を換金し、不正にプレミアム分

408,000 円を得ていた事を確認し、返金を求めた。 

     ・「事業規模の割に換金額が妙に多い店舗」を抽出し、JTB宮崎支店に対し、食

事券予約管理状況を判明させ、大量購入事案が発覚した。 

 

③ 飲食店による加盟店要件の偽装、実態のない店舗の加盟に対する対策は、P41図 75、76

のとおり、登録時に誓約書・同意書を提出いただくことで、対策を講じた。また、登録手

続き時も飲食店営業許可番号の記載（P20図 38参照）を求める等の対策を講じた。 

 

④ 飲食店が使用済みの食事券を無効処理しないことによる不正に対する対策を P41図 76の

とおり、登録時に誓約いただくことで対策を講じた。 

 

⑤ 消費者による買占め・転売、偽造など、消費者が行う不正に対する対策を次のとおり講じ

た。なお、不定期にフリマアプリやオークションサイトを巡回し、転売されていないか確

認をした。 

   ＜買占め・転売＞ 

・P7図 11～12，P8図 13～14のとおり、一人２セットまでと設定した。 

・消費者が食事券を購入予約する際、P43図 77のとおり注意点（購入上限）を確認

いただくことを必須とすることで、対策を講じた。 

＜偽造＞ 

・P13図 23～24のとおり、食事券に偽造防止処理をおこなった。 




